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The Origin of Fixed Finances :  
The Transformation of Financial Administration in Tang Dynasty

　建中元年（780）に成立した両税・職役収取体系にもとづく財務運営の特質は，収支両面にわたる

定額制の存在である。建中元年の両税法の成立に際し，唐朝は，様ざまな制度外の租税徴収によっ

て達成された大暦年間の各州最高実徴額を両税定額として設定しなおし，また収取定額を上供（中

央経費）・留使（地方道経費）・留州（地方州府経費）に再分配し，経費においてもその根柢に定額

制を設定して財務運営をおこなった。それは，開元二四年（736）以後，建中元年に至る 45 年間に，

過渡的に実施された租庸調制・「長行旨条」・定額制による財務運営にかえて両税・専売制と旨符編

成とによる運営に転換したものであり，本格的な「量出制入」による財務運営を開始することになっ

た。「量出制入」にもとづく財務は，単年度ごとに正月に中央政府が発布する旨符（財政指針）と毎

年度末十二月に塩鉄転運・度支・戸部の三司が宰相府に提出する会計報告および諸道節度使・観察

使が戸部尚書比部司に提出する勾帳（財務監査調書）とによって運営された。それはまた長期的に

定額を設定することによって収支基準額を固定し，そのうえで財源不足や収入超過をやりくりする

ことによって収支均衡をはかる財務運営方式であり，予算制度に基づく財務運営ではない。この定

額制にもとづく財務運営は，前提をなす両税・職役収取体系とともに，18 世紀初頭の盛世滋生人丁

による支配丁数と税額の固定，および 18 世紀半ばの地丁銀制成立によって事実上廃棄されるにいた

るまで，ともに後期専制国家財政の根幹をなした。
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